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●電子車検証での指定整備を行う際は、必ず 

「車検証閲覧アプリ」を使用して下さい。 

アプリのインストールはこちらから⇒ 

    

  ●アプリ使用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●注意事項 

 電子車検証発行時や更新時に、支局から 

発行される「自動車検査証記録事項」では、 

指定整備を行うことは出来ません。 

 必ず「車検証閲覧アプリ」から電子車検証に記録されている車検証情報又は、

「自動車検査記録事項」で記録の確認を行い指定整備を実施して下さい。 

指定整備事業者の皆様へ 

～電子車検証の取扱いについて～ 



中国運輸局

申請
書①

上から順番に で止めて提出してください。
１．保安基準適合証（紙）

２．電子自動車検査証

３．自動車重量税納付書

４．継続検査申請書

（OCRシート）

５．自動車税納税証明書

（電子確認可）

※オートバイは証明書の提示が必要です。

◆申請書類の並び順のお願い（紙適合証の場合）◆

重量税印紙

手数料



中国運輸局

申請
書①

上から順番に で止めて提出してください。

１．電子自動車検査証

２．自動車重量税納付書

（手数料も重量税納付書に貼り付け

して下さい。）

３．継続検査申請書

（ＯＣＲシート）

４．自動車税納税証明書

（電子確認可）

※オートバイは証明書の

提示が必要です。

◆申請書類の並び順のお願い（電子適合証の場合）◆

手数料
重量税印紙


